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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから平成３１年第１回湯前町議会臨時会を開会します。

これから本日の会議を開きます。 

   本臨時会の説明員は、各執行機関代表及び委任された説明員として課長職及び各

課職員が通知されています。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（倉本 豊君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、森山議員、

黒木龍次議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（倉本 豊君） 日程第２「会期の決定」を議題とします。 

   お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は本日１日に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第１号 湯前町グリーンパレスの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について   

○議長（倉本 豊君） 日程第３、議案第１号「湯前町グリーンパレスの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。本案について提案

理由の説明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 今年初めての議会ということでございます。本年もどうぞよろ

しくお願いいたします。議案第１号について提案理由の説明を申し上げます。湯前

町グリーンパレスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、

水車及びからくり球磨民話館の解体工事が完了すること、並びに以前の条例改正の

際に改正漏れがあったことから、条例の一部を改正するものであります。詳細につ

きましては課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） ただいまの条例改正につきまして、説明をさせていた

だきます。今回の改正につきましては、平成２８年３月にグリーンパレス中段にコ

テージＣ、つまりゲストハウスを建設した際の条例改正時に追加すべきだったもの
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を遺漏していたため、追加させていただくものです。平成２８年３月の条例改正時

には、別表第３の利用料金にのみ追加をしてこれまで運用を行ってまいりました。

このことにつきまして大変申し訳なくお詫びをいたします。大変申し訳ございませ

んでした。また、水車及びからくり球磨民話館につきまして、本年２月末におきま

して解体工事が終了いたしますため改正を行うものです。改正の内容につきまして

は、議案書の５ページをお開きください。新旧対照表でご説明をさせていただきま

す。まず、別表第１、３条関係です。これにつきましては、２番のコテージ、これ

にコテージＣ（３棟）を追加するものです。６ページをお願いいたします。６ペー

ジにおきまして、４のレクレーション施設の中の（９）水車、（１１）からくり球

磨民話館、この２つにつきましてを先程の解体工事に伴いまして削除するものです。

８ページをお願いいたします。８ページ、４のレクレーション施設、（４）からく

り球磨民話館、この利用料金についてを削除するものです。次に、４ページに戻っ

ていただいてよろしいでしょうか。附則としまして、この条例は、公布の日から施

行するとしております。以上で御説明を終わります。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第１号「湯前町グリーンパレスの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について」を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第１号は、原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第２号 平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１０号）について 

○議長（倉本 豊君） 日程第４、議案第２号「平成３０年度湯前町一般会計補正予算

（第１０号）について」を議題とします。本案について、提案理由の説明を求めま

す。 

○町長（鶴田正已君） 議案第２号、平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１０号）

の提案理由の説明を申し上げます。一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ６，７９５万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
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入歳出それぞれ３２億６７７万３，０００円とするものです。主な補正につきまし

ては、県議会議員選挙に関わる経費、林業・木材産業振興施設等整備補助金、小中

学校教室エアコン設置工事に係る経費などであります。詳細につきましては、課長

に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 一般会計補正予算（第１０号）についてご説明いたします。

議案書の事項別明細書の歳出１０ページを御覧ください。款１議会費は、マイクロ

バス運転委託料及び会議録検索システムデータ化委託料に３月末までの所要額に不

足が見込まれますので補正計上いたしました。款２総務費、項１総務管理費、目１

一般管理費は、４月３０日に現在の天皇が退位され、５月１日に新天皇が即位され、

元号が改正されることに伴い、庁舎電算システムと戸籍システムとの新元号による

データ連携を設定変更する業務委託料２５万９，０００円を計上いたしました。目

５財産管理費は、節１１需用費の修繕料に、公用車で高速道路を走行中小石がフロ

ントガラスに当たり損傷したもので、取り替え・修繕を行うものです。なお、歳入

の方に係る共済費の受け入れ分を計上しております。目７交通安全対策費は、街灯

などの故障に要する修繕料に３月末までの不足額を見込み、確保するため計上いた

しました。目１１情報通信管理費は、節１１需用費の修繕料に、ＩＰ告知端末等の

修繕に３月末までの不足を見込み、計上いたしました。目１３諸費は、職員研修費

が１２月までの執行実績により不足する所要額、また、３月末までの所要見込額を

考慮し、補正をお願いするものでございます。項４選挙費、目３県議会議員選挙費

は、４月７日執行の熊本県議会議員選挙に関する経費について、３月末までの必要

な経費を補正させていただくものでございます。補正額全体で、１２１万１，００

０円の補正です。主なものとしましては、節１報酬は、選挙管理委員会委員報酬と

費用弁償を計上し、また、３月２９日が告示日となりますので、次の日の３０日３

１日の土曜日曜の２日間の期日前投票日における期日前投票管理者、また、期日前

投票立会人の報酬を計上し、投票管理者報酬等の当初予算計上分の更正減額をいた

しました。節３職員手当は、期日前投票事務に要する職員の時間外勤務手当を、そ

して、節７賃金には、臨時事務職員の賃金を計上いたしました。１１ページを御覧

ください。節１３委託料は、投票入場券システム変更業務委託料１３万円でござい

ます。これは、熊本県選挙管理委員会からの文書による指導もあっているところで

ございますが、現在の入場券に示される男・女という文字表記を行わないように変

更し、ＬＧＢＴなど性的マイノリティの選挙人に関わる投票環境の配慮・改善を図

るものでございます。性的マイノリティと申しますのが、同性が好きな人や自分の

性に違和感を覚える人、または、性同一性障害の方というものでございます。なお、

新年度の４月に入ってからの期日前投票事務及び４月７日の投開票事務に係る経費
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については当初予算にて計上するところでございます。款３民生費、項１社会福祉

費、目１社会福祉総務費は、１２月議会定例会の際に、人事院勧告に伴う職員給与

改定の補正予算に共済費算定に誤差があったものでございまして、国保会計に操出

金として追加補正するものでございます。目２老人福祉費は、節１３委託料に高齢

者生活福祉センターのボイラー循環器の経年劣化による交換修理が必要となったも

のでございまして、指定管理料に１２１万円を補正し修理対応したいというもので

ございます。款４衛生費は、節１９負担金補助及び交付金に、妊産婦の１名に県外

医院を受診される方がいらっしゃいますので、妊産婦健診補助金を計上いたしまし

た。１２ページを御覧ください。款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会

費は、節３職員手当の扶養手当に職員の支給要件に変更がござましたので、３月末

までの不足額を計上いたしました。項２林業費、目１林業振興費は、林業・木材産

業振興施設等整備補助金に、国の緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金の平成

３１年度対象事業であった、湯前木材事業協同組合の高性能林業機械導入の事業費

分が、熊本県から平成３０年度に前倒しの照会、そして、前倒し申請を申し出まし

て、申請・採択の上内示がございましたので、歳入に補正計上しております県補助

金と同額の２，１７６万８，０００円を歳出の方に計上いたしました。款６商工費、

項１商工費、目１商工総務費の職員手当は、時間外勤務手当に３月末までの所要額

に不足額が生じるため補正をお願いするものでございます。款７土木費、項２道路

橋りょう費、目１道路維持費は、節１５工事請負費に現在永岡トンネルの補修工事

を発注し、施工していただいている最中でございますが、トンネル内部の空洞部に

当初設計よりも空洞面積が大きいことが判明し、工事費が不足することが見込まれ

るために、１５０万円の補正をお願いするものでございます。款９教育費、項１教

育総務費、目２事務局費の職員手当は、通勤手当及び住居手当の支給要件に変更が

ございましたので、３月末までの不足額を計上いたしました。目３学校施設整備費

は、小中学校教室エアコン設置に要する工事費３，９９５万円及び、管理業務委託

料１００万円を計上いたしております。これは、昨年夏の猛暑を踏まえ、生徒の熱

中症対策として、国が補正予算を創設され、それを利用させていただいて、小学校

の音楽室、保健室、図書室など６教室、中学校は美術室など３教室、合わせて９教

室のエアコンを設置するものでございます。なお、歳入の方に教育費国庫補助金３

１８万８，０００円を計上し、補助裏の財源として地方債に教育施設整備債３，２

３０万円を計上しました。なお、この地方債には後年度の元利償還金への交付税措

置６０パーセントが充当される予定でございます。１３ページを御覧ください。目

１社会教育総務費及び目１保健体育総務費の一般職給料、期末勤勉手当、共済費は、

１２月議会定例会の際に、人事院勧告に伴う職員給与改定の補正予算に誤差があっ
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たものでございまして、更正して補正計上させていただくものでございます。節１

９負担金補助及び交付金は、１１月２４日、２５日に熊本市で開催された第１７回

全九州実年野球九州大会への出場経費の補助５万７，０００円を計上いたしました。

次に歳入の説明でございます。９ページを御覧ください。歳出の説明以外のものを

説明いたします。款１４県支出金、項３委託金、目１総務費委託金に、県議会議員

選挙費委託金の概算交付金９７万５，０００円を計上いたしました。款１８繰越金

に今回の補正財源として９５５万８，０００円を計上いたしました。次に６ページ

を御覧いただきたいと思います。第２表、地方債補正で変更です。歳入のところで

説明いたしました教育施設整備債の起債額の変更に伴い、限度額を変更するもので

ございます。１４ページ以降に給与費明細書をつけております。以上、説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。歳入の方の繰越金の説明の誤りでございます。

先程申しました金額ではございませんで、９６１万６，０００円が正しい繰越金の

金額になります。よろしくお願いします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○１番（遠坂道太君） ページの３ページですけども、交通安全対策費ですけども、修

繕料というのはＬＥＤの電気の取り替えでしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） 街灯関係ですが、ＬＥＤ関係の方の街灯設置の方は別途用

意しているんですけども、今回要求してございますのが、今既存のものの街灯です

ね、蛍光管、あの部分の交換部分の修繕でございます。 

○１番（遠坂道太君） 今、既存の取り替えということでございますけれども、現状街

灯の取り付け状況についてどのようになっているのか、その辺の御説明をお願いし

たいと思いますが。 

○総務課長（高橋 誠君） 今現在の既設の街灯、４００基ほどございますけども、そ

の分についての１００基分は平成３１年度の当初予算でＬＥＤへの交換を予定して

おりまして間もなく発注することと思っております。それ以外の部分で、残りの３

００基分については蛍光管のままでございます。その分の交換は続けていくところ

でございますけども、３１年３２年度の後年度につきまして、蛍光管の街灯を順次

ＬＥＤに交換していくような形で考えておりますし、また、区長様等々の要望で新

しく設置する部分についてもＬＥＤで交換していきたいと考えております。 

○１番（遠坂道太君） 既存の４００基についての取り替えということが現状であると

思いますが、新規でですね、やっぱりこう住民の方からこの辺暗いとか言われてい

るところもあると思います。湯前町のメイン道路もあると思うんですが、ざっと言

うと役場通りの前なんですけども、そのような形で言われておりますので、検討し

ながら取り組んでいただければと思います。 
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○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○３番（森山 宏君） １番議員の遠坂議員の方から言われたのに関連しますけども、

街灯のＬＥＤ化というのは、３期に分けて全部ＬＥＤ化するというふうになってま

したよね。今度の蛍光管の修繕というのはそれに当たってない部分の修繕だと思い

ますけども、蛍光管の修繕というふうに捉えてよかですか。あとの２カ年で全部Ｌ

ＥＤ化していく方向性だったというふうに聞いております。修繕ではなくってＬＥ

Ｄ化に対する修繕といふうに捉えてよかですか。 

○総務課長（高橋 誠君） この修繕につきましては、蛍光管の管の交換もありますし、

自動点滅器、これらの故障の交換、そういったものも含まれたところでの３月末ま

での見込額を計上しております。それ以外については、ＬＥＤに交換している分に

ついては、ほとんど修繕は発生していないところでございます。今回、３０年度の

当初予算で予定しております街灯１００基分については、順次ＬＥＤのものに交換

していくものでございます。今回の補正予算に上げています修繕については、蛍光

管の修繕、または、自動点滅器の交換等々に要するものでございます。 

○３番（森山 宏君） 総務課長、確認ですけども、蛍光管の修繕、点滅器の修繕とい

うのはあと２期でこれはＬＥＤの街灯に変わるわけでしょ。既存のやつを修理して

も、早ければ来年度に交換なさるわけですから、修繕するよりも逆にＬＥＤ化して

いった方がいいんじゃないかと思うんですけどもどういう見解でしょうか。 

○総務課長（高橋 誠君） ＬＥＤに交換できるものは交換していきたいと思っている

んですが、何せ蛍光管の切れている箇所がかなり多くございまして、それを順次交

換していくとこのくらいのお値段になるんですけども、蛍光管の街灯をＬＥＤに換

えるとしますと、６万から７万、８万円くらいの費用がかかりますので、今回は３

月末までの消耗品的な蛍光管の修繕・交換に要する経費ということで上げさせてい

ただいたところでございます。 

○６番（金子光喜君） １２ページにございます、小学中学校のエアコンの件について

ですけども新聞等でも報道されておりましたけども、エアコンの設置業者がですね、

全国的に取り組まれるということで非常に窮屈な状況になっているということで報

道されておりました。また、エアコン本体もなかなかすぐに調達できるかわからな

いというようなこともありましたので、そのへんの対応というか現状しっかり対応

されているのかお伺いさせていただきます。 

○教育課長（北崎真介君） この文科省の方針が示された時点でですね、どうしてもも

のが不足する、業者が不足する、工期が取れないとかそういったところがありまし

て、早急に設計の方とか入札とかをできるようにスケジュールを立ててきておりま

す。いつでもできるようにというところでなるべく早くやって、もし繰り越した場
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合は、４月からでもすぐに取り組めるようにして、暑い６月までに設置が完了する

ようにというところで進めております。 

○６番（金子光喜君） 補正予算ですので、できる限り繰り越ししない形で対応してい

ただくのが当然かと思いますけども、暑くなる前にしっかりと対応していただくこ

とを望みます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですのでこれで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第２号「平成３０年度湯前町一般会計補正予算（第１０号）について」

を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第２号は、原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第３号 平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

○議長（倉本 豊君） 日程第５、議案第３号「平成３０年度湯前町国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）について」を議題とします。本案について、提案理由の説

明を求めます。 

○町長（鶴田正已君） 議案第３号、平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）の提案理由の説明を申し上げます。国民健康保険特別会計補正予算に

つきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ、５万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１，０００万円とするものです。主な補正

につきましては、市町村共済組合負担金、第三者求償事務手数料、葬祭費の補正で

ございます。詳細につきましては課長に説明させます。よろしくお願いいたします。 

○税務町民課長（堤田真由美君） それでは議案第３号、平成３０年度湯前町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。事項別明細書歳出か

ら説明いたします。８ページをお願いいたします。款１総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費、節４共済費については、先程一般会計、款３民生費にて説明があ

りました、今後の予算不足が見込まれる分６，０００円を計上しました。また、節

１３委託料において、２９年度に発生しました交通事故による第三者行為の損害賠
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償金が確定しましたので、その事務手数料として１万８，０００円を計上しました。

次に、款２保険給付費、項４葬祭諸費、目１葬祭費、節１９負担金補助及び交付金

については、今後に予算不足が見込まれる分３万円を計上しました。続きまして、

歳入について説明いたします。７ページをお願いします。款５繰入金、項１他会計

繰入金、目１一般会計繰入金、節３職員給与費繰入金については、歳出に説明しま

した共済分として６，０００円を計上しました。次に、款６繰越金において、前年

度繰越金を５０万６，０００円を減額しました。また、款７諸収入、項４雑入、目

３一般被保険者第三者納付金、節１一般被保険者第三者納付金に、交通事故による

損害賠償金５５万４，０００円を計上しました。歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ５万４，０００円を追加する補正予算となります。以上で説明を終わります。

よろしくお願いします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですのでこれで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第３号「平成３０年度湯前町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について」を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第３号は、原案のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 発議第１号 議会改革調査特別委員会の設置に関する決議について 

○議長（倉本 豊君） 日程第６、発議第１号「議会改革調査特別委員会の設置に関す

る決議について」を議題とします。本案について、提案者の趣旨説明を求めます。 

○５番（味岡 恭君） 議会改革調査特別委員会の設置について、上記の議案を別記の

とおり会議規則第１８条第１項の規程により提出します。提案理由。本会議は、平

成２８年１１月の改選後、直ちに議会改革調査特別委員会を設置し、その中におい

て、「住民に見える議会」「住民が参加しやすい議会」「議会力・議員力の向上」

という改革の３本柱を定め、約１年を掛けて具体案等を検討し、平成２９年１２月

の本会議において報告を行ったところである。現在は、議会だよりの充実や子ども

議会の実施、また一般質問における関連質問の導入や議員個人が企画する特別研修
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の実施など、様々な改革に取り組んでいるが、議会改革に関する新たな課題や再検

討が必要な取り組みも生じており、再度、特別委員会を設置し調査研究を進めるこ

とで、町民に信頼され、町民の付託に応えられる真の議会の実現を目指すものであ

る。提出者、湯前町議会議員味岡恭。同じく、山下力議員。同じく、森山宏議員。

同じく、椎葉弘樹議員。同じく、遠坂道太議員。失礼しました。訂正いたします。

会議規則第１３条と訂正します。第１３条の１項でございます。失礼しました。 

○議長（倉本 豊君） ここで、お諮りします。本案の質疑及び討論は省略し、直ちに

採決をしたいと思いますが御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。よって採決します。 

  味岡議員ほか４人から提出された決議案のとおり、決定することに賛成の方は起立

願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、本案は提案のとおり決定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました議会改革調査特別委員会の委員の選任につ

いては、委員会条例第６条第３項及び、第４項の規定により、お手元に配布しまし

た名簿のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、議会改革調査特別委員会は、

お手元に配布しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

○議長（倉本 豊君） ここで、議会改革調査特別委員会を開催するために暫時休憩し

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３７分 

再開 午前１０時４２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 休憩を終わり、会議を開きます。先程、議会改革調査特別委員

会が開かれております。委員会条例第７条第２項の規定によって、その委員長及び

副委員長が互選されております。ただいま、委員長からの発言の申し出があります。

発言を許します。 

○議会改革調査特別委員長（味岡 恭君） ただいま、第１回の議会改革調査特別委員

会が開催され、委員長に私味岡、副委員長に金子議員が選任されました。ここで御

挨拶をさせていただきます。先程述べましたように、委員会は２８年の議員の改選

後、議会改革調査特別委員会を設置し、「住民に見える議会」「住民が参加しやす
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い議会」「議会力・議員力の向上」という３本柱を定め、具体案等を検討した結果、

議会だよりの充実、子ども議会の実施、一般質問における関連質問の導入や、議員

個人が参加・企画する特別研修の実施など様々な改革に取り組んできましたが、し

かし、議会改革に関する新たな課題が再検討が必要ということになってきており、

町民に信頼され、町民の付託に応えるため、議員の力を合わせて議会改革に関する

調査を行うため、委員会の活動に努めてまいりたいと思います。皆様のご協力をお

願いし、御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） 会議を進めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議会運営員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第７「議会運営員会の閉会中の継続調査申し出について」

を議題とします。議会運営委員長から会議規則第７４条の規定によってお手元に配

りました「次の議会の会期・会期日程等議会運営の基本に関する事項、及び前項以

外の議長の諮問にかかる事項」について、閉会中の継続調査申し出があります。 

   お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 以上ですべての議案審議は終了しましたが、ここでお諮りしま

す。本臨時会の会議録調製に際し、発言趣旨に変更が及ばない範囲で、字句の整理

を議長に一任されたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。よって、発言趣旨に変更が及ばない範囲

で、字句の整理を議長に一任することに決定しました。 

   以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。会議を閉じます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） これで、平成３１年第１回湯前町議会臨時会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時４７分 
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